
研究者

事前審査結果をふまえた本審査資料（提出先は経営管理課）

本学で再生医療等を行う場合の事務手続きフロー図

他施設が主幹

※プレ審査（再生医療等院内事前審査委員会）

研究者によるプレ審査資料作成
（提出先は経営管理課）

施設管理者（病院長）の決裁後、主幹施設
に提出。主幹施設の再生医療等申請手続

きに沿う

信大主幹

受理後、ｊRCT等公表、再生医療の提供開始

病院長より特定認定再生医療等委員会へ審査依頼

信州大学特定認定再生医療等委員会に申請
（手続きは経営管理課）

特定認定再生医療等委員会での審議

厚生労働省申請

※再生医療等院内事前審査委員会

【役割】

・医師から申請のあった実施計画等を外部機関に
出す前に、本院で提供することの科学的妥当性、
安全性、適切性を確認をする。

【構成】
1.病院長補佐（診療）

2.臨床研究支援センターの医師のうち
から1名（各種法に適合しているか倫理面の観点）

3.先端細胞治療センターの医師のうち
から1名（技術面・細胞培養加工施設面の観点）

4.医療安全管理室の医師のうちから1名
（安全面の観点）

主幹にて厚生労働省申請、受理後提供開始




